
 

 

 

 

 

神埼市魅力発信プロジェクト業務委託 

公募型プロポーザル 実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀県神埼市 

 

  



１ 目的 

神埼市魅力発信プロジェクト業務委託（以下「本業務」という。）の受託候補者

を選定するための公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）に関し

て必要な事項を定める。 

 

２ 事業概要 

（１）事業名 

神埼市魅力発信プロジェクト業務委託 

（２）事業内容 

神埼市魅力発信プロジェクト業務委託仕様書による 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（４）契約限度額 

４，６７５千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、また、この上限額を超

えてはならない。 

 

３ 担当部署 

神埼市 総務企画部 総務課（大坪、森﨑、川原）  

住所 〒８４２－８６０１ 佐賀県神埼市神埼町鶴３５４２番地１ 

ＴＥＬ ０９５２－３７－００８８（直通） 

Ｅ－ｍａｉｌ soumu@city.kanzaki.lg.jp 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加を希望する者の必要な資格は、次に掲げるとおりとする。

なお、参加資格の審査は、神埼市建設工事等入札資格審議会（以下「入札資格審議会」

という。）規程に基づき行うものとし、審査の結果は「参加表明書」を提出した者全

てに書面及び電子メールで通知する。 

本業務を遂行するにあたり、下記要件をすべて満たしていること 

（１）令和７・８年度 神埼市入札参加資格者名簿の物品製造、役務の提供等に登録

している者で、競争参加資格希望営業品目において、広告・宣伝の登録がある

こと。ただし、資格を有していない者であっても、「参加表明書」と併せて「令

和７・８年度 神埼市一般競争（指名競争）入札参加資格申請要領」に基づく入

札参加資格審査申請書を提出したうえで、資格を有すると認められる場合には

参加できるものとする。 

 



（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札

の参加者の資格）の規定に該当しないこと。 

（３）神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置要領（平成１８年３月２０日告示

第２１号）による指名停止を受けていないこと。 

（４）国、地方公共団体等で、本業務と同種業務又は類似業務について、令和３年度

以降に完了した実績があること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（昭和１１年法律第

２２５号）に基づき、更生手続開始又は再生手続開始の申し立てがなされてい

ないこと。ただし、更生手続開始の決定を受けた者及び再生計画認可の決定（確

定したものに限る。）を受けた場合を除く。 

（６）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申し立てがなさ

れていないこと。 

（７）自己又は自社の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同法第２条第６号

に規定する暴力団員に該当する者でないこと。また暴力団及び暴力団員と社会

的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 

（８）国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

５ 選定方法 

 本市に「神埼市魅力発信プロジェクト業務委託公募型プロポーザル企画提案者審

査委員会（以下「審査委員会」という）」及び「神埼市魅力発信プロジェクト業務委

託公募型プロポーザル企画提案者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」を設置

する。 

 審査委員会において、第１次審査及び第２次審査を実施し、企画提案者の採点を

行い、順位を付ける。審査委員会の結果を選定委員会に報告し、選定委員会の審査に

より、受託候補者を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



実施日程等 

項 目 日 時 等 

１ 公告（公募開始） 令和８年６月３日（水） 

２ 参加表明書質問票受付期間 
令和８年６月３日（水）から 

令和８年６月９日（火）午後５時必着 

３ 参加表明書質問票回答期限 令和８年６月１１日（木） 

４ 参加表明書提出期間 
令和８年６月３日（水）から 

令和８年６月１５日（月）午後５時必着 

５ 参加資格審査結果の通知 令和８年６月１９日（金）（予定） 

６ 企画提案書等質問書受付期間 
令和８年６月３日（水）から 

令和８年６月２２日（月）午後５時必着 

７ 企画提案書等質問書回答期限 令和８年６月２４日（水） 

８ 企画提案書等提出期間 
令和８年６月２２日（月）から 

令和８年６月２５日（木）午後５時必着 

９ 第１次審査 令和８年６月２６日（金）（予定） 

１０ 第１次審査結果の通知 令和８年６月３０日（火）（予定） 

１１ 第２次審査 令和８年７月２日（木）（予定） 

１２ 選定結果の通知 令和８年７月９日（木）（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 参加表明書の提出 

（１）提出書類 

別添「神埼市魅力発信プロジェクト業務委託公募型プロポーザル参加表明書提

出要領」による。 

（２）提出部数 

正本１部 副本８部（複写可） 

（３）提出方法 

持参又は郵送にて提出すること。持参の場合は、平日の午前９時から午後５時ま

でとする。郵送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期間内に必着とする。 

それ以外の方法による提出は認めない。 

（４）提出期間及び受付時間 

「５ 選定方法」に定める実施日程等のとおり。（ただし、土日・祝日を除く。） 

受付時間は午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時までとする。 

（５）提出場所 

「３ 担当部署」に同じ 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

別添「神埼市魅力発信プロジェクト業務委託公募型プロポーザル企画提案書等

提出要領」による。 

（２）提出部数 

正本１部 副本８部（複写可） 

（３）提出方法 

持参又は郵送にて提出すること。持参の場合は、平日の午前９時から午後５時

までとする。郵送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期間内に必着とす

る。それ以外の方法による提出は認めない。 

（４）提出期間及び受付時間 

「５ 選定方法」に定める実施日程等のとおり。（ただし、土日・祝日を除く。） 

受付時間は午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時までとする。 

（５）提出場所 

「３ 担当部署」に同じ 

 

８ 参加資格の喪失（欠格事項） 

 下記の各号のいずれかに該当する場合は、参加資格を喪失するものとする。 

（１）本実施要領の「４参加資格」を満たさなくなった場合 



（２）本実施要領に定める手続き以外の手法により、選定委員、審査委員又は担当

部署等の関係者に本プロポーザルに対する不正な働きかけを直接又は間接的

に行った場合 

（３）審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

（４）指定する様式によらない場合 

（５）提出方法、提出期間及び提出場所に適合しない場合 

（６）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（７）虚偽の記載がなされた場合 

（８）１企画提案者で２つ以上の提案をした場合 

 

９ 審査概要 

 本プロポーザルについては、（別紙）「神埼市魅力発信プロジェクト業務委託公募

型プロポーザル審査項目表」に沿って審査する。 

（１）第１次審査（書面審査） 

  第１次審査は、企画提案者の数が６者以上の場合に行い、上位５者を選定す

る。 

（２）第２次審査（プレゼンテーション審査及び総合審査） 

  ①１企画提案者あたり制限時間４０分（提案説明３０分、質疑１０分）による

プレゼンテーション審査を行う。 

  ②実施場所は、神埼市役所とする。 

   ※時間等の詳細は、別途企画提案者に通知する。 

  ③１企画提案者からの参加者数は３名以内とする。 

  ④企画提案書等を基に説明することとし、企画提案書等と異なる内容の説明は

認めない。また、追加の資料配布や展示物・物品等の持ち込みは認めない。 

  ⑤パソコン等を用いたプレゼンテーションを行うことができる。なお、スクリ

ーンは本市で準備することとし、パソコン等その他必要な機器は企画提案者

が用意すること。準備及び後片付けは制限時間内で行うこととする。 

  ⑥企画提案者が特定できないよう、プレゼンテーションの資料は事業者名等を

記載しないこと。また、プレゼンテーション中の事業者名の名乗りや、事業

者名が分かる作業着や名刺及びバッジ等の着用も不可とする。 

   

（３）選定結果 

  選定結果の通知は、第１次審査及び第２次審査の企画提案者全てに対し、書面

及び電子メールにて通知する。 

 

 



１０ 参加の辞退 

  参加表明書提出後に辞退する場合は、本プロポーザル企画提案書提出要領の「辞

退届」（様式第７号）を提出すること。 

  なお、提出にあたっては「３ 担当部署」に事前に電話連絡のうえ、持参又は

郵送により提出するものとする。 

 

１１ その他 

（１）本プロポーザルに伴う企画提案書等の作成及び提出等に係る費用の一切は企

画提案者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書等の修正及び変更はできない。 

（３）提出された企画提案書等は、返却しない。 

（４）提出された企画提案書等は、本業務に係る事務手続き以外の目的で使用しな 

い。 

（５）提出された企画提案書等の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属する

ものとする。 

（６）本市は、プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要が 

あるときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることが 

できるものとする。 

 

 

  



（別紙）神埼市魅力発信プロジェクト業務委託公募型プロポーザル審査項目表 

No. 審査項目 審査事項 配点 

１ 実施方針の理解 ・本業務の実施方針に沿った内容であるか。 １０ 

２ 
企画全体の構成力・訴

求力 

・企画全体に創意工夫が見られ、本市の魅力が多様かつ 

効果的に発信できる内容であるか。 
１０ 

３ 
テレビによる情報発

信 

・放送時期、期間は適切か。 

・効果的かつ魅力的な番組構成であるか。 
１５ 

４ 
ラジオによる情報発

信 

・放送時期、期間は適切か。 

・効果的かつ魅力的な番組構成であるか。 
１５ 

５ 体験型企画の企画力 

・市内周遊、地域資源及び市民との交流等が効果的に組み

込まれ、神埼市の魅力を実感できる内容か。 

・地域との連携が図られた企画であるか。 

１５ 

６ 独自提案 
・事業目的達成のための独自の企画提案等はあるか。 

・その他内容が優れ、特に評価するべき点があるか。 
１５ 

７ 
実施体制・安全管理・

業務遂行能力 

・制作責任者及び従事者の配置、工程管理、関係者との調

整、安全管理、保険加入等を含め、業務を確実かつ円滑

に履行できる体制が整っているか。 

５ 

８ 過去の実績 
・過去に国、地方公共団体と同種業務又は類似業務の受注

実績はあるか。 
５ 

９ 効果検証・成果把握 

・効果検証については、数的根拠により、具体的かつ妥当

な効果検証の内容となっているか。 

・業務成果は、客観的な評価を基に把握できる内容となっ

ているか。 

５ 

１０ 価格の妥当性 

見積額  

※（配点）×（参加事業者の最低見積額） 

/（当事者の見積額） 

５ 

合計 １００ 

 


